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諮問番号：諮問第１８３号 

答申番号：答申第１８３号 

 

答申書 

 

第１ 審査会の結論 

  北九州市長（以下「処分庁」という。）が審査請求人に対して行った生活保護法（昭和

２５年法律第１４４号。以下「法」という。）第７８条の規定に基づく費用徴収決定処分

（以下「本件処分」という。）に係る審査請求（以下「本件審査請求」という。）は棄却

されるべきであるとする審査庁の判断は、妥当である。 

 

第２ 審査関係人の主張の要旨 

 １ 審査請求人の主張の要旨 

   本件処分の取消しを求める。その理由を要約すると、以下のとおりである。 

（１）審査請求人が平成３０年６月に北九州市八幡西区役所保護第１課第２係の担当者

に生活保護の申請を行う。担当者より、審査請求人の父親（以下「父」という。）に

審査請求人の状況の確認の連絡があり詳細を伝える。後に、父に対し審査請求人よ

り生活保護受給開始の連絡があった。 

 （２）審査請求人に対して受給に関する制約・罰則等の説明がなされたと思うが、審査

請求人は精神障害者であり、制約・罰則を理解して受給するには健常者に比べはな

はだ困難である。 

    審査請求人は、相手から一方的に、決定事項や強い口調で言われたり、数人で指

示されると精神的に不安定になり、親には本当のことを言わなくなり、指示者と面

談や電話対応をしなくなる。このような精神的に障害がある者に対して一方的に決

定の内容を伝えたと聞いた。受給者が精神的障害があるとわかって決定することは、

はなはだ遺憾である。通知する以前に父に前もって経過を伝えていれば適切な対処

ができた。決定するまで父に何も知らせてくれないのは納得できない。 

 （３）このような決定になる前に父に伝えていれば審査請求人へ援助収入の申請や車の

使用停止も行えた。 

（４）処分庁は、弁明書で、保護受給中の個人情報について、受給者の求めなく第三者
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に漏洩することは地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）に違反するためでき

ないと主張しているが、生活保護費支給開始時に受給者が障害年金受給者であるこ

とを考慮してもらい、父に同席を求め説明をしていたら、不正受給は防げたことを

主張する。 

 ２ 審査庁の主張の要旨 

 本件処分は、法令及び法定受託事務の処理基準として示されている国からの通知に

則って適切に行われたものであり、違法又は不当な点は認められない。  

よって、本件審査請求は、棄却されるべきである。  

 

第３ 審理員意見書の要旨 

本件処分は、審査請求人の仕送り等の無申告を理由として行われたものであるため、

本件における法第７８条の適用及び費用徴収額の算定等について、違法又は不当な点が

あるかどうか、以下検討する。 

１ 法第７８条の適用について 

被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があったとき、又は居住地

若しくは世帯の構成に異動があったときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事

務所長にその旨を届け出なければならないとされており（法第６１条）、また、他から

の仕送り、贈与等による金銭であって社会通念上収入として認定することを適当とし

ないもののほかは、すべて収入認定することとされている（「生活保護法による保護の

実施要領について」（昭和３６年４月１日厚生省発社第１２３号厚生事務次官通知。以

下「次官通知」という。）第８の３の（２）のイの（ア））。 

また、不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた

者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部

又は一部を、その者から徴収するとしており（法第７８条第１項）、被保護者が届出又

は申告を怠ったことに故意が認められる場合は、保護の実施機関が社会通念上妥当な

注意を払えば容易に発見できる程度のものであっても法第６３条でなく法第７８条を

適用すべきであるとされている（「生活保護問答集について」（平成２１年３月３１日

付け厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡。以下「問答集」という。）問１３の１

答②並びに「生活保護行政を適正に運営するための手引について」（平成１８年３月３

０日付け社援保発第０３３０００１号厚生労働省社会・援護局保護課長通知。以下「課
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長通知」という。）Ⅳの４の（１）及び（２）のウ）。 

本件において、平成３０年７月２５日付けの収入申告書の「働きによらない収入」

の欄において、同年６月及び７月を収入月とする金額の記載があり、父の仕送りとし

て１０，０００円が記載されており、同年７月２５日付け「生活保護法第６１条に基

づく収入の申告について（確認）」には、審査請求人の名前の記名及び押印があり、同

文書には「申告しなければならない収入は、働いて得た収入のほか年金や援助、養育

料の他、借金や年金担保による借り入れなどの働きによらない収入も含めた自分の世

帯の全ての収入であること」という記載のチェック欄に印が付いており、「以上のこと

につきまして、貴福祉事務所担当（中略）より説明を受け、理解しました。」と記載さ

れていることから、審査請求人は、仕送り等についても収入申告が必要であることを

認識していたことがわかる。 

しかしながら、審査請求人は平成３０年７月４日から平成３１年３月１９日までの

間、父等の第三者から、仕送り等として合計６８０,８３６円を受領し、北九州市八幡

西福祉事務所長（以下「八幡西福祉事務所長」という。）への収入申告の直前に口座か

ら金銭を引き出しており、審査請求人は同年１０月２日付け、同年１１月３０日付け

及び平成３１年１月２２日付け収入申告書において、「働きによらない収入」として仕

送り等について申告していない。 

したがって、審査請求人は、仕送り等を八幡西福祉事務所長に申告しなければなら

ないと理解していたにもかかわらず収入の申告を怠ったことが認められる。そのこと

は、被保護者が届出又は申告を怠ったことに故意が認められる場合に該当するといえ

るので、処分庁が法第７８条に基づき審査請求人からの費用徴収が必要であると判断

し費用徴収決定処分を行ったことについて、違法又は不当な点はない。 

２ 本件処分における費用徴収額の算定について 

 法第７８条に基づく徴収金は、不正受給額全額であり、実施機関の裁量の余地はな

いとされている（問答集問１３の２２答）。 

本件において、審査請求人の無申告の仕送り等は合計で６８０,８３６円となる。 

したがって、審査請求人の不正受給額は無申告の仕送り等の全額となるため、本件

処分において、費用徴収額を６８０，８３６円とすることについて、違法又は不当な

点はない。 

３ 処分庁から父への説明について 
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審査請求人は、生活保護費支給開始時に審査請求人が障害年金受給者であることを

考慮し、父に同意を求め説明を行っていれば、不正受給は防げたことを主張している。 

しかしながら、生活保護開始時点で審査請求人は成人しており、八幡西福祉事務所

長による審査請求人の病状調査によれば、審査請求人の知的能力に問題はないとされ

ている。加えて、審査請求人は保護開始時点で仕送り等について福祉事務所長に申告

する義務があると理解していたことが認められることから、父に対し説明がなかった

ことをもって、本件処分が不合理なものであると判断することはできない。 

その他、本件処分に違法又は不当な点はない。 

以上のとおり、本件審査請求には理由がないので、行政不服審査法（平成２６年法律

第６８号）第４５条第２項の規定により、本件審査請求は棄却されるべきである。 

 

第４ 調査審議の経過 

  令和４年１１月２４日付けで審査庁である福岡県知事から行政不服審査法第４３条第

１項の規定に基づく諮問を受け、令和５年１月１７日の審査会において、調査審議した。 

 

第５ 審査会の判断の理由 

本件処分は、審査請求人の仕送り等の無申告を理由として行われたものであるため、

本件における法第７８条の適用及び費用徴収額の算定等について、違法又は不当な点が

あるかどうか、以下検討する。 

１ 法第７８条の適用について 

被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があったとき、又は居住地

若しくは世帯の構成に異動があったときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事

務所長にその旨を届け出なければならないとされている（法第６１条）。また、他から

の仕送り、贈与等による金銭であって社会通念上収入として認定することを適当とし

ないもののほかは、すべて収入認定することとされている（次官通知第８の３の（２）

のイの（ア））。 

また、不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた

者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部

又は一部を、その者から徴収するとしており（法第７８条第１項）、被保護者が届出又

は申告を怠ったことに故意が認められる場合は、保護の実施機関が社会通念上妥当な
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注意を払えば容易に発見できる程度のものであっても法第６３条でなく法第７８条を

適用すべきであるとされている（問答集問１３の１答②並びに課長通知Ⅳの４の（１）

及び（２）のウ）。 

本件において、平成３０年７月２５日付けの収入申告書の「働きによらない収入」

の欄において、同年６月及び７月を収入月とする金額の記載があり、父の仕送りとし

て１０，０００円が記載されており、同年７月２５日付け「生活保護法第６１条に基

づく収入の申告について（確認）」には、審査請求人の記名及び押印があり、同文書に

は「申告しなければならない収入は、働いて得た収入のほか年金や援助、養育料の他、

借金や年金担保による借り入れなどの働きによらない収入も含めた自分の世帯の全て

の収入であること」という記載のチェック欄に印が付いており、「以上のことにつきま

して、貴福祉事務所担当（中略）より説明を受け、理解しました。」と記載されている

ことから、審査請求人は、仕送り等についても収入申告が必要であることを認識して

いたことがわかる。 

しかしながら、審査請求人は、父等の第三者から仕送り等を受領し、口座から金銭

を引き出しているにもかかわらず、平成３０年７月４日から平成３１年３月１９日ま

での間に受領した合計６８０,８３６円について収入申告書の「働きによらない収入」

として申告していない。 

したがって、審査請求人は、仕送り等を八幡西福祉事務所長に申告しなければなら

ないと理解していたにもかかわらず収入の申告を怠ったことが認められる。そのこと

は、被保護者が届出又は申告を怠ったことに故意が認められる場合に該当するといえ

るので、処分庁が法第７８条に基づき審査請求人からの費用徴収が必要であると判断

し費用徴収決定処分を行ったことについて、違法又は不当な点はない。 

２ 本件処分における費用徴収額の算定について 

 法第７８条に基づく徴収金は、不正受給額全額であり、実施機関の裁量の余地はな

いとされている（問答集問１３の２２答）。 

また、保護の実施要領に定める収入認定の規定は、収入状況について適正に届出が

行われたことを前提として適用されるものであることから、法第７８条を適用する場

合に各種控除を適用することは適当ではなく、必要最小限の実費を除き、全て徴収の

対象とすべきとされている（問答集問１３の２３答）。 

よって、審査請求人の不正受給額は、無申告の仕送り等の全額である６８０，８３
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６円であり、同額を本件処分における費用徴収額としたことに違法又は不当な点は認

められない。 

３ 処分庁から父への説明について 

審査請求人は、生活保護費支給開始時に審査請求人が障害年金受給者であることを

考慮し、父に同席を求め説明を行っていれば、不正受給は防げたことを主張している。 

しかしながら、生活保護開始時点で審査請求人は成人しており、八幡西福祉事務所

長による審査請求人の病状調査によれば、審査請求人の知的能力に問題はないとされ

ている。加えて、審査請求人は保護開始時点で仕送り等について福祉事務所長に申告

する義務があると理解していたことが認められる。よって、父に対し説明がなかった

ことをもって、本件処分が不合理なものであるとまで判断することはできない。 

その他、本件処分に違法又は不当な点はない。 

加えて、審理員の審理手続をみても、行政不服審査法の規定に従い、処分庁に対して

は弁明書の提出依頼を、審査請求人に対しては弁明書の送付及び反論書の提出依頼をし

たことが認められ、その手続は適正なものと認められる。 

以上のことから、本件審査請求は棄却されるべきであるとした審査庁の判断について、

前記第１のとおり、これを是認するものである。 

 

 

福岡県行政不服審査会第１部会 

 委 員 大 脇  成 昭 

 委 員 樋 口  佳 恵 

 委 員 中 島   浩  


